
大規模災害に伴う経済支援について 

 
 

 
これまで災害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。 
本学では、災害被害により家計が急変し経済的に修学困難になった学生に対し、被災状況に応じて経済支援を行っ

ています。対象に該当し、希望する場合は、下記により申請してください。 
 
（１）支援対象者 

災害救助法適用地域の被災学生のうち、次の２点すべてに該当する者に対し、被災状況に応じて入学料・授
業料免除の支援を行います。※ 独立生計者（学部学生を除く）は、持ち家の場合のみ対象となります。 
① 主たる学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、り災した事実を公的証明書等により 

証明可能な学生 
災害救助法適用地域（JASSOホームページ参照） 
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/index.html 

 
②以下のいずれかに該当する甚大な被害を受けた世帯の学生 
〇主たる学資負担者が死亡または行方不明となった場合 
○主たる学資負担者の居住する家屋が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の場合 

 
 
 
 
 
 

 
（２）申請書類 

①入学料・授業料免除願（所定用紙） 
     →次頁の免除願書を印刷、又は経済支援係窓口にて受領。 

②死亡又は行方不明を証明する書類、り災証明書（被災証明書）（いずれもコピー可） 
→独立生計者の場合は、り災証明書（被災証明書）に持ち家であることを証明できる書類も添付すること。 

 ※その他必要書類を求める場合があります。 
（３）申請先 

 

東北大学 教育・学生支援部 学生支援課 経済支援係 
川内北キャンパス 教育・学生総合支援センター１階④番窓口 

〒980-8576 仙台市青葉区川内４１番地  電話：０２２－７９５－７８１６ 
 
郵送で提出する場合 
 簡易書留やレターパック等、配達記録の残る方法で送ってください。 

       到着確認の問い合わせにはお答えできません。追跡番号を利用し、ご自身で確認してください。 
 送付書類が何かわかるように、封筒の表に朱書きで「大規模災害被災に伴う授業料免除願在中」
と記入してください。 
 

（４）申請可能期間   
大規模災害発生日から1年を経過する日まで 

※対象年度に卒業する学生は、上記の期間かつ在学年度内を申請期限とします。 
 
   ※申請は学期ごとに行う必要があります。 
 
 
 

  
 

   
 

【問い合わせ先】  
東北大学教育・学生支援部 学生支援課 経済支援係 (川内北キャンパス教育・学生総合支援センター１階４番窓口) 
電話：022-795-7816 平日8：30～17：00 

入学料免除申請について 
○入学前の学生について、入学手続き時には入学料を納付しないで、「入学手続申請書」の「入学料免除を申請する。」に

チェックを入れ、入学料免除申請の意思を示してください。 
○入学手続き時の意思表示の外に、別途下記（２）①と②の提出が必要です。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/index.html


  
 年   月   日 

  

東 北 大 学 総 長  殿 
学籍番号（又は受験番号）：                  
フリガナ                                    
 
氏 名（自署）：                        
(〒   ―   ）  
住所                                       
℡（携帯）        （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）            
(〒   ―   ） 
学資負担者の 
被災地住所                                
連絡先 ℡                                 

 
大規模災害被災に伴う入学料・授業料免除願 

  

私の学資負担者が被災したことに伴い、今後の学業継続等に支障をきたしているので、入学料・授業料免除を許可 
くださるようお願いします。 

災害救助法適用災害名：                                                                  
 

申 請 区 分 免除申請該当期間 被 災 状 況 

□ 入学料免除 
申請期間該当年度に 
入学の場合申請可 

 
       年度 

※西暦で記入 

□ 学資負担者の（死亡・行方不明） 
□ 学資負担者の家屋等が（全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊） 

□ 授業料免除 
 

  年 前期・後期 
※↑西暦で記入 ↑〇を付ける 

□ 学資負担者の（死亡・行方不明） 
□ 学資負担者の家屋等が（全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊） 

                                                                      ※上記の該当箇所に☑をして、○で囲んでください。 
 

(注)１．被災状況に応じて免除が決定され、結果については学務情報システムにて通知いたします。 
２．上記書類のほかに審査の過程において必要な書類を求めることがあります。 

 

（理由：被災状況及び家計状況について、申請者本人が具体的に記入すること。） 
（注）「り災証明書」、「公的証明書」等を必ず添付すること。 

 
 
 
 
 

入学料・授業料徴収猶予願 
入学料免除については不許可と決定された場合、及び授業料免除については不許可又は半額免除と決定された場合は、入学料・授業料の 
徴収猶予を許可くださるようお願いします。 
注意①：入学料の徴収猶予の最終期限は、４月入学者は９月１５日、１０月入学者は３月１５日です。 

※各期日が土・日・祝日にあたる場合、金融機関によっては取扱いの無い場合がありますのでご注意ください。 
 
注意②：授業料の徴収猶予の最終期限は、前期分は９月の口座引落日、後期分は３月の口座引落日です。 

（ただし、卒業又は修了予定者の前期分については８月の口座引落日、後期分については、２月の引落日となります。） 


